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本日の予定

１．水害リスクに関する情報の解説について

【国土交通省提供】

２．滋賀県流域治水条例について

３．浸水リスク図の種類

４．流域治水条例における宅地建物取引時の義務

規定

５．簡単にできる水害リスク情報の提供方法
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

水害リスクに関する情報の解説について
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堤防決壊時の映像 （近隣住民の方から提供）

3提供：鬼怒川堤防調査委員会（近隣住民の方から提供）



浸水想定区域図と水害ハザードマップ
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○ 国又は都道府県が指定・公表した洪水・内水・高潮等の浸水想定区域をもとに、市町村
が洪水予報等の伝達方法や避難場所等も記した水害ハザードマップを作成・周知してい
る。

＜水害ハザードマップ（市町村）＞＜洪水浸水想定区域図（国、県）＞

＜洪水浸水想定区域の指定＞
浸水が想定される区域、その水深
及び浸水継続時間等

⇒官報等により公表
⇒関係市町村に通知

＜ハザードマップの周知＞
市町村地域防災計画に以下を位置づけ、
浸水想定区域とあわせて住民等に周知

洪水予報及び水位到達情報の伝達方
法
避難施設その他の避難場所及び避難
路その他の避難経路に関する事項
避難訓練の実施に関する事項
浸水想定区域内にある地下街等、要配
慮者利用施設、大規模工場等の名称及
び所在地 等

・洪水の規模は、想定最大であるが、気候変動を踏まえるといつ発
生するかわからない。

・地域によっては、洪水より高潮による被害が甚大な場合がある。



〇多くの被災事例では、事前に災害リスクが高いことは洪水ハザードマップ等で公表。
〇倉敷市真備地区の浸水範囲は、ハザードマップで示されている洪水浸水想定区域と
概ね一致。
〇多くの方が屋内で被災し、浸水深が深く垂直避難が困難であった可能性がある。

浸水推定段彩図（地理院地図(電子国土Web) 平成30年7月豪雨 浸水推定段彩
図 空中写真判読版）、倉敷市真備ハザードマップ（倉敷市洪水・土砂災害ハザー
ドマップ(平成28年8月作成、平成29年2月更新)）をもとに内閣府にて作成

：ハザードマップで示されている浸水想定区域

倉敷市真備地区の浸水状況とハザードマップとの比較

5

ハザードマップと災害発生位置の関係

住民自ら行動できるよう、事前に、住む土地の水害リスク情報を把握することが重要



家屋倒壊等氾濫想定区域

○「家屋倒壊等氾濫想定区域」は、堤防沿いの地域等において、洪水時に家屋が倒壊
するような激しい氾濫流等が発生するおそれが高い区域である。

○この区域では、洪水時には避難勧告等に従って安全な場所に確実に立退く必要があ
る。

○したがって、水害ハザードマップに記載した「早期の立退き避難が必要な区域」は、
この区域も考慮して設定されている。

河岸侵食

家屋倒壊等氾濫想定区域の表示例 堤防決壊等に伴う
氾濫流による家屋倒壊等

河岸侵食に伴う家屋倒壊等
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凡例

予
想
さ
れ
る
浸
水
深

5.0m以上 2階建家屋水没

3.0m～5.0m未満 2階浸水

0.5m～3.0m未満 1階床上浸水

0.5m未満 1階床下浸水

家
屋
倒
壊
危
険
区
域

家屋倒壊等氾濫想
定区域（氾濫流）

堤防決壊等により、木造家屋
が倒壊等するような氾濫流が
発生するおそれがある区域

家屋倒壊等氾濫想
定区域（河岸侵食）

木造・非木造の家屋が倒壊
するような河岸侵食が発生す
るおそれがある区域



災害リスク情報のおける重要事項説明

○津波や土砂の対象災害については、区域の指定の有無を重要事項の説明が義務付け
られているが、洪水、内水、高潮の対象災害はない。

〇これらの災害は、同様に人命に直結することから、宅地若しくは建物の売買の際に、
相手方へ水害リスク情報の周知をお願いしたい。
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対象災害 根拠法令
宅地建物取引における

重要事項説明

洪水

水防法
－

（義務付けされていない）

内水
（集中豪雨の規模が排水能力

を上回る場合に発生）

高潮

津波
津波防災地域づく
りに関する法律

津波災害特別計画区域

土砂
（土石流、急傾斜崩壊、地滑り）

土砂災害防止法 土砂災害特別警戒区域



国土交通省ハザードマップポータルサイト

8

○災害時の避難や、事前の防災対策に役立つ情報を公開。
○全国の防災情報を１つの地図上で重ねて閲覧可能に。

浸水

阪神淡路大震災

避難ルートの検討

国土交通省ハザードマップポータルサイト
http://disaportal.gsi.go.jp/

大雨が降ったとき
・どこが浸水するおそれがあるか？
・どこで土砂災害の危険があるのか？
・どこの道路が通行止めになりやすいのか?

地震のとき
・どこが揺れやすいのか？
・活断層はどこにあるのか？
・大規模な盛土造成地はどこなのか？

このような防災に関する様々な情報が分かるので、避難計画・防災対策に役立ちます。

浸水対策の検討

わがまちハザードマップ
全国の市町村のハザードマップを閲覧することができます。

重ねるハザードマップ
様々な防災に役立つ情報を、全国どこでも１つの地図上で重ねて閲
覧できます。

東京都千代田区洪水ハザードマップ

耐震対策の検討 液状化対策の検討

検 索検 索ハザードマップハザードマップ

藤沢市津波ハザードマップ

写真

土砂災害危険箇所

浸水想定区域

道路冠水想定箇所
緊急輸送道路
事前通行規制区間

1つの地図に重ね合わせて閲覧



２．滋賀県流域治水条例について
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「しがの流域治水」
～地域性を考慮した総合的な治水対策の展開～

人命
最優先
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河川の整備を計画的・効率的に実施
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整備前

光善寺川

100m

162m

仁保橋

整備後

整備前

日野川



いろんな施設で雨水貯留

雨水貯留浸透機能の確保
建物、公園、運動場などの管理者
等が、雨水を貯めたり浸透させた
りすることを努力義務化
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大津市ＨＰより

東近江市ＨＰより



地域防災力の向上
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地区版避難計画策定の支援
特に水害リスクの高い地区において順次実施中

まちあるき

図上訓練

自治会版自主避難計画

避難計画の検討

まちあるき



市街化区域編入を制限
10年確率の降雨（時間雨量50mm、24
時間170mm）の際に50㎝以上の浸水
が予想される区域は、新たに市街化区
域には含めない。

ただし、対策がされていればＯＫ

堤防沿いの
高台は住宅

床上浸水の年発生確率
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「地先の安全度
マップ」を都市計
画法施行令第８条
の関連通達の運用
に活用

水がたまりやすく、

用水が確保しや

すい土地は水田

として利用



浸水警戒区域の指定(平成27年3月施行）
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200年に1度の大雨で想定される浸水深が3m以上
となる区域を踏まえて浸水警戒区域を検討する。
→社会的な合意形成を経て、知事が「浸水警戒区域」に指定

想定浸水深2m未満

想定浸水深2m-3m未満

想定浸水深3m以上

地先の安全度マップの浸水深さ

想定浸水深3m以上の区域をふまえて

「浸水警戒区域」を検討し、合意形成を
経たうえで指定手続へ

16
浸水警戒区域の指定(平成27年3月施行）



流域治水の基礎情報「地先の安全度マップ」
（全国初。平成24年9月公表）

 日野川
Ａ川

治水安全度1/10
水路

治水安全度1/2 下水道（雨水）
治水安全度1/10

農業用排水路
治水安全度1/5

Ｂ川
治水安全度1/10

A川
治水安全度１／３０

連続降雨

平地部（氾濫原）

B川
治水安全度１／２０

内水氾濫

一級河川

一級河川

Ａ川
治水安全度１/30 水路

治水安全度1/2
下水（雨水）
治水安全度1/10

Ｂ川
治水安全度１/20

農業水路
治水安全度1／5

「防災施設（河川の器の大きさ）の安全度」ではなく、
「地先＝人々の生活する場の安全度」を示しています。

【洪水浸水想定区域図】大きな川からのみ氾濫。他は晴天
【地先の安全度マップ】大きな川だけではなく身近な水路も氾濫

→実現象に近い予測が可能となった

大河川だけではなく、身近な水路のはん濫なども考
慮した浸水想定マップ(10年、100年、200年に一度の雨）
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浸水想定区域図
（中大河川ごと）

滋賀県における浸水被害の特徴

【Ⅰ 大雨の最中】

まちなか水路

小河川の氾濫

【Ⅲ 約１日後】

琵琶湖水位の上昇

【Ⅱ 大雨後】

中大河川の氾濫

地先の安全度マップ（最大浸水深図）

琵琶湖浸水想定区域図
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水防法に基づく
リスクマップ

流域治水条例に基づく
リスクマップ



３．浸水リスク図の種類
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滋賀県における浸水リスク図の種類

地先の安全度マップ（最大浸水深図）
10年確率・100年確率・200年確率降雨

琵琶湖
洪水浸水想定区域図

計画規模
想定最大規模

洪水浸水想定区域図
（中大河川ごと）

50,100年確率降雨
想定しうる最大
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【Ⅲ 約１日後】

琵琶湖水位の上昇

【Ⅱ 大雨後】

中小河川の氾濫

築堤河川の破堤

【Ⅰ大雨の最中】

まちなか水路の氾濫



琵琶湖 洪水浸水想定区域図
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滋賀県における浸水リスク図の種類

地先の安全度マップ（最大浸水深図）
10年確率・100年確率・200年確率降雨

琵琶湖
洪水浸水想定区域図

計画規模
想定最大規模

洪水浸水想定区域図
（中大河川ごと）

50,100年確率降雨
想定しうる最大
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【Ⅲ 約１日後】

琵琶湖水位の上昇

【Ⅱ 大雨後】

中小河川の氾濫

築堤河川の破堤

【Ⅰ大雨の最中】

まちなか水路の氾濫



草津川 洪水浸水想定区域図
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100年確率降雨時



滋賀県における浸水リスク図の種類

地先の安全度マップ（最大浸水深図）
10年確率・100年確率・200年確率降雨

琵琶湖
洪水浸水想定区域図

計画規模
想定最大規模

洪水浸水想定区域図
（中大河川ごと）

50,100年確率降雨
想定しうる最大
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【Ⅲ 約１日後】

琵琶湖水位の上昇

【Ⅱ 大雨後】

中小河川の氾濫

築堤河川の破堤

【Ⅰ大雨の最中】

まちなか水路の氾濫



地先の安全度マップ（最大浸水深図200年確率）
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26

「地先の安全度」マップ

着色なし

着色なし

安曇川浸水想定区域図

洪水浸水想定区域図と地先の安全度マップの比較1
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洪水浸水想定区域図と地先の安全度マップの比較2

葉山川

草津川・金勝
川からの氾濫

浸水想定区域図に基づく
栗東市ハザードマップ

野洲川からの氾濫

地先の安全度マップ
1/200最大浸水深図



平成25年台風18号の浸水状況と
地先の安全度マップ比較１

守山市伊勢町 平成25年台風18号

地先の安全度マップ１/１０（最大時間雨量50mm）
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平成25年台風18号の浸水状況と
地先の安全度マップ比較２

地先の安全度マップ１/１０（最大時間雨量50mm）

甲賀市信楽町 平成25年台風18号

地先の安全度マップ１/１０（最大時間雨量50mm）
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４．流域治水条例における

宅地建物取引時の義務規定
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リスク情報の周知（平成26年9月1日施行）

滋賀県流域治水条例（第29条）
宅地建物取引業者は、土地建物の取引時に、取引する相
手方に“水害リスク”情報を提供することを努力義務化
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県土地開発公社、財政課公有財産担当、
企業誘致推進室等は、率先実施中

（宅地または建物の売買等における情報提供）
第29条 宅地建物取引業法（昭和27年法律第176号）第2条第3号に規
定する宅地建物取引業者は、同法第35条第1項に規定する宅地建物取
引業者の相手方等に対して、その者が取得し、または借りようとしてい
る同法第2条第1号に規定する宅地または建物に関し、その売買、交換
または貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地または建物が所在す
る地域の想定浸水深および水防法（昭和24年法律第193 号）第14条
第1項に規定する洪水浸水想定区域に関する情報を提供するよう努めなけ
ればならない。



訴え
大雨の際に冠水する土地の売買(H10年の売買）時、売主
がその説明を怠ったことは債務不履行にあたる

判決：請求棄却

判決時の指摘
売り主は、取引に関する重要な事柄を事前に調査し、購
入者に説明する義務を負うと指摘。
説明する義務があるという場合は、
土地性状に関する具体的事実を認識していた場合
具体的事実の認識がない場合は、次項が必要と指摘。
1. 水害発生可能性についての情報入手が実際上可能であること
2. 水害発生可能性の説明義務を基礎づける根拠或いは業界慣例等が
あること

32
不動産取引時、水害リスクを伝える義務はあるのか？？

（東京高等裁判所判決 平成15年9月25日 判例タイムズ1153号）

【ポイント】
H10当時は、水害発生可能
性の情報がなかった！



水害リスクの「見える化」と判例への影響

現在、水害リスク情報は手に届くところにある
↓

土地性状に関する具体的事実が認識しやすくなってきた
水害発生可能性情報の入手が可能となってきた
流域治水条例第29条にて説明の努力義務が規定

↓
（判例への影響）
これまでとは異なる判例になるおそれあり！

（東京高判H15.9.25の指摘事項が満たされるため）
– 説明する義務があるという場合は、

• 土地性状に関する具体的事実を認識していた場合
• 具体的事実の認識がない場合は、次項が必要と指摘。

1. 水害発生可能性についての情報入手が実際上可能であること
2. 水害発生可能性の説明義務を基礎づける根拠或いは業界慣例

等があること
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東京高判は、水害発生
可能性の情報がなかっ
た時の判例！



浸水警戒区域の指定(平成27年3月施行）

滋賀県流域治水条例(第13～23条)

知事は、水害リスクの高い区域を「浸水警戒区域」に指定し、区域
内での住居等の建築に際しては耐水化構造をチェック（第5章）

（浸水警戒区域の指定等）
第13条 知事は、200年につき１回の割合で発生するものと予想される
降雨が生じた場合における想定浸水深を踏まえ、浸水が発生した場合に
建築物が浸水し、県民の生命または身体に著しい被害を生ずるおそれが
あると認められる土地の区域で、一定の建築物の建築の制限をすべきも
のを浸水警戒区域として指定することができる。
９ 浸水警戒区域は、建築基準法第39条第１項の規定による災害危険区域
とする。

宅建業法による重要
事項説明が必要
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200年に1度の大雨で想定される浸水深が3m以上
となる区域を踏まえて浸水警戒区域を検討する。
→社会的な合意形成を経て、知事が「浸水警戒区域」に指定

想定浸水深2m未満

想定浸水深2m-3m未満

想定浸水深3m以上

地先の安全度マップの浸水深さ

想定浸水深3m以上の区域をふまえて

「浸水警戒区域」を検討し、合意形成を
経たうえで指定手続へ
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浸水警戒区域の指定(平成27年3月施行）



地盤面

想定水位

地盤面

想定水位

避難所

①想定水位以上に居室の床面ま
たは避難上有効な屋上がある。

②想定水位以下の構造が耐水性
のもの or 想定水位と基礎上面
高の差が3m未満

③浸水が生じた場合に確実に
避難できる要件（広さ、距離、
経路、管理状況等）を満たす
避難場所が付近にあること

36

区域内では建築の耐水化を
確認します（建築制限）

新築・増改築時に知事が①～③の内容を確認します

浸水警戒区域に指定されると
何が変わるのか？



建物を建てる際の手続
浸水警戒区域指定前

（建築基準法に基づく建築確認）
浸水警戒区域指定後

（条例に基づく許可制度
＋建築基準法に基づく建築確認）

水害リスクは、建築確認時の
審査要件になっていない

建築工事着工

建築確認申請
（耐震、接道、

想定浸水深さなど）

建築確認

建築工事着工

想定浸水深に対する
安全性適合の許可申請

知事

建築主事 又は
指定確認検査機関

建築主

建築主

建
築
基
準
法

条
例

建築主

知事の許可

知事許可証写しを添付
↓

建
築
基
準
法

建築確認

建築確認申請
（耐震、接道など）
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浸水警戒区域の指定区域とどめる対策 38

米原市村居田区地区の浸水警戒区域

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/kasenkoan/19547.html

甲賀市信楽町黄瀬地区の浸水警戒区域

現在2地区が指定済み



５．簡単にできる

水害リスク情報の提供方法

39



宅建取引時の
水害リスク提供方法

右の資料を実際のホー
ムページ画面を使って

順に説明します。

40

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/kasenkoan/19577.html



ステップ１ 

１－１ 【滋賀県防災情報マップ】（http://shiga-bousai.jp/dmap/top/index）のホームページを開く。 

１－２ 【水害リスクマップ】を選択 

41



１－３ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して【凡例あり】で印刷する。 

リスクの着色がない場合も印刷してください。 
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１－３ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して【凡例あり】で印刷する。 

リスクの着色がない場合も印刷してください。 
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★印刷資料★ 

①最大浸水深図 1/200 年確率 

②最大浸水深図 1/100 年確率 

③最大浸水深図 1/10 年確率 
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ステップ２ 

２－１ 右上の【災害リスクを抽出してみる】を選択 

45



２－２ 対象物件の上でクリックして矢印を出す。敷地が大きい場合は、四隅と中心など複数点で確認する。 

２－３ 【洪水浸水想定区域図】が表示された場合⇒ステップ３と５を実施 

【土砂災害】関連項目が表示された場合⇒ステップ４と５を実施 

【洪水浸水想定区域図】と【土砂災害】関連項目の両方が表示された場合⇒ステップ 3～５を実施 

 上記２項目がどちらも表示されなかった場合⇒ステップ５へ 
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ステップ３ 

３－１ 【洪水浸水想定区域図】の表示が出ている対象河川を記録する。（例：野洲川上流、琵琶湖等） 

３－２ 右上の【マップを表示】に戻り、真ん中上に表示されている【任意のマップを選んで表示】の中に入

り、先ほど記録した対象となる河川の【洪水浸水想定区域図】を選び、右上の【表示】を押す。 

３－３ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 

「大戸川」
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３－２ 右上の【マップを表示】に戻り、真ん中上に表示されている【任意のマップを選んで表示】の中に入

り、先ほど記録した対象となる河川の【洪水浸水想定区域図】を選び、右上の【表示】を押す。 

３－３ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 
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３－３ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 
49



３－３ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 

★印刷資料★ 

④洪水浸水想定区域図 
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ステップ４ 

４－１ 右上の【マップを表示】に戻り、真ん中上に表示されている【任意のマップを選んで表示】の中に入

り、【土砂災害リスクマップ】を選び、右上の【表示】を押す。 
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ステップ４ 

４－１ 右上の【マップを表示】に戻り、真ん中上に表示されている【任意のマップを選んで表示】の中に入

り、【土砂災害リスクマップ】を選び、右上の【表示】を押す。 

52



４－２ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 
53



 

４－２ 地図上で対象物件を中心にして最大まで拡大し、右上の【印刷】を押して、【凡例あり】で印刷する。 

★印刷資料★ 

⑤土砂災害リスクマップ 
※なお、土砂災害警戒区域および土砂災害特別警戒区域では、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区

域内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けられています。 
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５－４ 地区名をクリックし、【浸水警戒区域の表示】で表示された図面をＡ３で印刷する。 

★印刷資料★ 

⑥浸水警戒区域の表示図面 
※なお、浸水警戒区域は建築基準法の災害危険区域となり、宅地建物取引業者は、当該宅地又は建物の売買等にあたり、警戒区域

内である旨について重要事項の説明を行うことが義務付けられています。 
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水害リスク提供時の
表紙様式(A4ｻｲｽﾞ)

この様式を表紙にして
先ほど印刷した図面を
添付し、水害リスク情
報の説明および資料の
提供を行ってください。
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大戸川



水害リスク提供時の
表紙様式（裏面）

表紙の裏面には
図面の解説を

記載しています。

61



水害リスクに関する
重要事項説明書作成時の注意事項

「添付書類」欄に「水害リスク関連資料」を記載する。

浸水警戒区域は「災害危険区域」なので、浸水警戒区域
内の物件の場合は重要事項の説明を行う必要がある。
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水害リスクの情報提供にご理解ご協力いただきますようお願いします

河川・港湾・流域治水HP
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi
/kasenkoan/

滋賀県防災情報マップ
http://shiga-bousai.jp/dmap/
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お問い合わせ

滋賀県 流域治水政策室

Tel: 077-528-4290  

E-mail: ryuiki@pref.shiga.lg.jp

滋賀県の水害リスク関連WEBサイト

滋賀県防災情報
マップのバナー
を表示

滋賀県HP


